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公益社団法人日本看護協会 専門看護師規程 
 

第１章 総 則 

 

第１条 公益社団法人日本看護協会専門看護師制度（以下「専門看護師制度」という。）は、複

雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して、水準の高い看護ケアを効率よく

提供するための、特定の専門看護分野の知識・技術を深めた専門看護師を社会に送り出すこと

により、保健医療福祉の発展に貢献し併せて看護学の向上をはかることを目的とする。 

 

第２条 公益社団法人日本看護協会（以下「本会」という。）は前条の目的を達成するため、こ

の公益社団法人日本看護協会専門看護師規程（以下「規程」という。）により専門看護師を認

定するとともに、本制度の実施に必要な事業を行う。 

 

第３条 専門看護師とは、本会専門看護師認定審査に合格し、ある特定の専門看護分野において

卓越した看護実践能力を有することが認められた者をいい、次の各号の役割を果たす。 

（１）専門看護分野において、個人、家族及び集団に対して卓越した看護を実践する。（実

践） 

（２）専門看護分野において、看護者を含むケア提供者に対しコンサルテーションを行う。

（相談） 

（３）専門看護分野において、必要なケアが円滑に行われるために、保健医療福祉に携わる

人々の間のコーディネーションを行う。（調整） 

（４）専門看護分野において、個人、家族及び集団の権利を守るために、倫理的な問題や葛

藤の解決をはかる。（倫理調整） 

（５）専門看護分野において、看護者に対しケアを向上させるため教育的機能を果たす。（教

育） 

（６）専門看護分野において、専門知識及び技術の向上並びに開発をはかるために実践の場

における研究活動を行う。（研究） 

 

第２章 専門看護師制度委員会 

 

第４条 専門看護師制度の目的を達成するための制度の運営にあたって、専門看護師制度委員会

（以下「制度委員会」という。）を設ける。 

 

第５条 制度委員会は、専門看護師制度の実施及び改善のための検討等を行い、必要事項につい

て定めることができる。 

 

第６条 制度委員会は、本会会長（以下「会長」という。）が会員の中から選任し、理事会の議

決を経て委嘱した委員をもって構成する。 

 

第７条 制度委員会の構成及び運営については、日本看護協会専門看護師細則（以下「細則」と

いう。）に定める。 

 

第３章 他の看護関係の組織との連携 

 

第８条 本会は、本会が認定する専門看護師と同等の資格を認定する他の看護関係の組織と、水

準を均質にする努力を行うために協議会を設ける。 

 

第４章 専門看護分野の特定 

 

第９条 専門看護分野とは、変化する看護ニーズに対して、独立した専門分野として知識及び技
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術に広がりと深さがあると制度委員会が認めたものをいう。 

 

第１０条 専門看護分野の特定の方法は、制度委員会が、同委員会に申請された分野について逐

次審議し、理事会の議決を経て行うものとする。 

 

第５章 専門看護師の認定 

 

第１節 専門看護師を認定する委員会 

 

（認定委員会） 

第１１条 専門看護師の認定に関する事項の審議は、専門看護師認定委員会（以下「認定委員会」

という。）が行い、認定委員会は、必要事項について定めることができる。 

 

第１２条 認定委員会は、次の各号について審議する。 

（１）専門看護師の認定及びその更新及び再認定の審査に関すること。 

（２）専門看護師の認定及びその更新及び再認定の実施に関すること。 

 

第１３条 認定委員会は、会長が会員の中から選任し、理事会の議決を経て委嘱した委員をもっ

て構成する。 

 

第１４条 認定委員会の構成及び運営については、細則に定める。 

 

第１５条 認定委員会は、専門看護師を認定する業務を補佐する専門看護師認定実行委員会（以

下「認定実行委員会」という。）を組織する。 

 

（認定実行委員会） 

第１６条 認定実行委員会は、認定委員会を補佐し専門看護師の審査に関するすべての業務を行

う。 

 

第１７条 認定実行委員会は、専門看護分野ごとに構成することとし、認定委員会が会員の中か

ら選任し、会長が委嘱する。 

 

第１８条 認定実行委員会の構成及び運営については、細則に定める。 

 

第２節 受験資格 

 

第１９条 専門看護師認定審査を受験する者（以下「受験者」という。）は、次の各号に定める

資格をすべて満たしていなければならない。 

（１）日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること。 

（２）所定の教育を修了していること。（以下の条件のいずれかを満たす者であること。） 

イ 看護系大学大学院修士課程修了者で日本看護系大学協議会専門看護師教育課程基準の

所定の単位を取得した者。なお、看護系大学大学院修士課程修了者で日本看護系大学協

議会専門看護師教育課程基準の所定の単位に満たない者は、必要単位をさらに取得する

ものとする。 

ロ 看護学以外の関連領域の大学院等を修了した者で、イにおいて必要単位をさらに取得

した者。 

ハ 外国においてイまたはロと同等以上の教育を受けたと認められる者。 

（３）専門看護師として必要な実務研修をしていること。 

イ 保健師、助産師及び看護師の資格取得後、通算５年以上実務研修をしていること。そ

のうち通算３年以上は専門看護分野の実務研修をしていること。 
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ロ 専門看護分野の実務研修内容については、細則に定める。 

 

第３節 専門看護師の審査及び認定 

 

第２０条 受験者は、細則に定める申請書類を理事会が定める審査料とともに、本会に提出しな

ければならない。 

 

第２１条 審査は、各専門看護分野の認定実行委員会が受験者に対して、毎年１回、書類審査及

び試験によって行う。 

 

第２２条 各専門看護分野の認定実行委員会は、審査結果を認定委員会に報告する。 

 

第２３条 認定委員会は、各専門看護分野の認定実行委員会の報告をもとに、専門看護師の認定

を行う。 

 

第２４条 会長は、認定委員会が専門看護師として認定し、認定証の交付を申請した者に対して、

専門看護師認定証等を交付する。 

２ 本会は、前項の認定証等を交付した者を専門看護師名簿に登録する。 

３ 本会は、前項の登録をした者の氏名を日本看護協会公式ホームページで公表する。 

４ 専門看護師認定証の有効期間は、交付の日より５年とする。ただし、規程第２９条の規定に

よって、専門看護師がその資格を喪失したときは、専門看護師認定証の有効期間は、資格を喪

失した日に終わる。 

 

第６章 専門看護師の認定の更新 

 

第２５条 本会は、専門看護師のレベル保持のため、認定更新制を施行する。 

 

第２６条 本会の認定を受けた専門看護師は、認定を受けてから５年ごとにこれを更新しなけれ

ばならない。 

 

第２７条 更新のため専門看護師の認定を申請する者（以下「認定更新申請者」という。）は、

次の各号に定めた資格をすべて満たしていなければならない。 

（１）日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること。 

（２）申請時において、専門看護師であること。 

（３）申請時において、過去５年間に細則に定める看護実績、研究実績及び研修業績等があ

ること。 

 

第２８条 認定更新申請者は、細則に定める申請書類を理事会が定める審査料とともに本会に提

出しなければならない。 

 

第７章 専門看護師の資格の喪失 

 

第２９条 専門看護師は、次の各号の理由により、認定委員会の議決を経て、専門看護師の資格

を喪失する。 

（１）専門看護師の資格を辞退したとき。 

（２）専門看護師の認定の更新をしなかったとき。 

（３）規程第２７条に定める認定更新要件を満たさないと認定委員会が判断したとき。 

（４）日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を喪失、返上または取り消され

たとき。 
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第３０条 専門看護師としてふさわしくない行為があったときは、認定委員会と制度委員会の審

議を経て、会長が専門看護師の認定を取り消すことがある。 

 

第８章 専門看護師の再認定 

 

第３１条 規程第２９条に基づき資格を喪失後に再び専門看護師の認定を申請する者（以下「再

認定申請者」という。）の審査は、第２７条および第２８条の規定を準用する。この場合「認

定更新」とあるのは「再認定」と読み替えるものとする。 

２ 再認定申請者については規程第２７条の２号を免除する。 

 

第９章 規程の変更及び見直し 

 

第３２条 この規程については、理事会の議決を経て変更することができる。 

 

第３３条 この規程は、５年ごとに見直しをする。 

 

第１０章 補 則 

 

第３４条 この規程を施行するために必要な事項は、細則に定める。 

 

 

附 則 

 

１ この規則は、平成 ７年１１月１０日から施行する 

１ この規則は、平成１１年 ７月 ９日改正 

１ この規則は、平成１５年 ５月２０日改正 

 （保健婦及び保健士を保健師、助産婦を助産師、看護婦及び看護士を看護師に変更） 

１ この規則は、平成１６年 ２月 ６日改正  

（第３条 倫理調整を追加） 

１ この規則は、平成１７年 ２月 ４日改正  

（第１９条を改正） 

（権限委譲先の明記及び正式名の記載等の改正） 

１ この規則は、平成１９年 ４月２０日改正 

（第１９条を改正） 

（実務経験、経験を実務研修に変更し、条文整理） 

１ この規則は、平成２０年 ５月１９日改正 

（第２４条３項 「協会ニュース」を「公式ホームページ」に変更） 

１ この規則は、平成２１年 ２月 ６日改正 

 （第１２条 再認定を追加） 

 （第１９条を改正し、条文整理） 

 （専門看護師に必要な所定の教育修了後の実務研修期間を「１年以上」から「６か月以上」に

変更） 

 （第２９条３号を追加） 

 （第８章「専門看護師の再認定」第３１条を追加し、以下章と条文を繰り下げ） 

１ この規程は、平成２３年５月１６日から施行し、各規定は平成２３年４月１日から適用する 

１ この規程は、平成２４年２月２３日改正 

 （第１９条第３号イ 専門看護師に必要な所定の教育修了後の実務研修期間「６か月以上」を 

削除） 
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公益社団法人日本看護協会 専門看護師細則 
 

第１章 総 則 

 

第１条 公益社団法人日本看護協会 専門看護師規程（以下「規程」という。）の施行にあたり、

規程に定められた以外の事項については、この公益社団法人日本看護協会 専門看護師細則（以

下「細則」という。）の規定に従うものとする。 

 

第２章 専門看護師制度委員会 

 

第２条 専門看護師制度委員会（以下「制度委員会」という。）は、５名以上の委員をもって構

成する。 

２ 制度委員の任期は、２年とする。委員のうち半数は偶数年次（西暦）に、残り半数は奇数年

次（西暦）に交替し、再任を妨げない。 

３ 制度委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。 

 

第３条 制度委員会は、規程第５条に基づき、専門看護師制度の実施や改善のための検討を行う。

その役割には、専門看護分野の特定を含む。 

 

第４条 制度委員会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、文書による意思の表示は

出席と認めない。 

２ 議決は、出席者の過半数の賛成により行う。 

 

第５条 制度委員会の委員長は、議事録を作成しこれを保管しなければならない。 

 

第３章 他の看護関係の組織との連携 

 

第６条 規程第８条の規定により、他の看護関係の組織との協議会を別に設ける。協議会の運営

方法等は、常務理事会において決定する。 

 

第４章 専門看護分野の特定 

 

第７条 規程第１０条の規定により、専門看護分野の特定は、制度委員会が次の事項について審

議し、すべて満たすと認めた分野で、理事会の議決を経て行うものとする。 

（１）既に専門看護分野の教育課程が現存し大学院等で実施されているもの。なお、教育課

程については日本看護系大学協議会またはそれと同等以上の組織が提言しているもの。 

（２）専門看護分野の教育を修了し、専門看護師の受験資格を満たしている者が現時点で  

３名以上、臨床専門分野（地域含む）で実践していること。 

 

第８条 専門看護分野の特定を申請する者は、次の各号に定める申請書類を制度委員会に提出し

なければならない。 

（１）専門看護分野特定申請書 

（２）教育課程報告書（専門看護師の受験資格を満たしている者が受けた教育背景） 

（３）専門看護師実績報告書（３名以上） 

 

第９条 専門看護分野の申請は、毎年３月末または７月末までに、申請書類を提出する。 

 

第１０条 現在特定されている専門看護分野は次の分野である。 

 精神看護、がん看護、地域看護、老人看護、小児看護、母性看護、慢性疾患看護、急性・重症

患者看護、感染症看護、家族支援 
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２ 専門看護師の専門看護分野を示す際の英語での表記法は、１項に示す分野名の順に下記の通

りとする。なお、資格名称の英語表記は、「Certified Nurse Specialist in (専門看護分野

名)」とする。 

 Psychiatric Mental Health Nursing、Cancer Nursing、Community Health Nursing、 

Gerontological Nursing、Child Health Nursing、Women’s Health Nursing、 

Chronic Care Nursing、Critical Care Nursing、Infection Control Nursing、 

Family Health Nursing 

 

第５章 専門看護師の認定 

 

第１節 専門看護師を認定する委員会 

 

（認定委員会） 

第１１条 専門看護師認定委員会（以下「認定委員会」という。）は、５名以上の委員をもって

構成する。制度委員は、認定委員を兼務することができる。 

２ 認定委員の構成は、専門看護分野の専門家を含まなければならない。 

３ 認定委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 認定委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。 

 

第１２条 認定委員会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、文書による意思の表示

は出席と認めない。 

２ 議決は、出席者の過半数の賛成により行う。 

 

第１３条 認定委員会の委員長は、議事録を作成しこれを保管しなければならない。 

 

（認定実行委員会） 

第１４条 専門看護師認定実行委員会（以下「認定実行委員会」という。）の委員の定数は、専

門看護分野ごとに５名以上とする。 

２ 認定実行委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 各専門看護分野の認定実行委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。 

 

第１５条 各専門看護分野の認定実行委員長は、議事録を作成しこれを保管しなければならない。 

 

第１６条 認定実行委員会の委員の氏名は任期中非公開とする。 

 

第２節 受験の申請 

 

第１７条 規程第１９条の規定により、専門看護師認定審査を受験する者（以下「受験者」とい

う。）は、次の各号に定める内容の専門看護分野の実務研修をしていなければならない。 

（１）専門看護分野における、個人、家族及び集団に対する直接的な看護実践 

（２）専門看護分野における、看護者を含むケア提供者に対するコンサルテーション 

（３）専門看護分野における、必要なケアが円滑に行われるための、保健医療福祉に携わる

人々の間のコーディネーション 

（４）専門看護分野における、個人、家族及び集団の権利を守るための、倫理的な問題や葛

藤の解決をはかる倫理調整 

（５）専門看護分野における、ケアを向上させるための、看護者に対する研修会、研究指導

及び講演会等での活動を含む多様な教育的機能 

（６）専門看護分野において、専門知識及び技術の向上並びに開発をはかるための実践の場

における研究活動 
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第１８条 受験者は、次の各号に定める申請書類を理事会が定める審査料とともに本会に提出し

なければならない。 

（１）専門看護師認定審査申請書 

（２）履歴書 

（３）保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許証の写し 

（４）専門看護分野の所定の履修単位自己申告書 

（５）教育機関が発行する履修単位証明書 

（６）必要な実務研修を証明するための勤務先の長が証明する勤務証明書  

（７）専門看護分野における看護実践能力に関する推薦書 

（８）看護実績報告書 

イ 直接的看護実践の事例分析の報告書 

ロ コンサルテーションに関する報告書 

ハ コーディネーションに関する報告書 

ニ 倫理調整に関する報告書 

ホ 教育的機能に関する報告書 

ヘ 研究業績に関する報告書 

２ 既納の審査料は、いかなる理由があっても返還しない。 

 

第３節 専門看護師の審査及び認定 

 

第１９条 認定実行委員会は、規程第２１条の規定により専門看護師認定審査の受験者に対し、

書類審査及び筆記試験を行う。 

２ 規程第１９条に定める受験資格を満たす者に限り、認定審査を受けることができる。 

３ 日本看護系大学協議会に認定された専門看護師教育課程以外の修士課程修了者は、１項に定

める専門看護師認定審査の前に教育要件についての受験資格審査を受けることができる。その

際の提出書類は細則第１８条（１）～（５）とし、詳細は認定委員会が別に定める。 

 

第２０条 認定実行委員会は、最終的な審査結果及び出願書類を、認定委員会に提出し報告する。 

 

第２１条 認定委員会は、認定実行委員会の審査結果をもとに審議を行い、合格者を会長に報告

する。 

 

第２２条 専門看護師の認定を受け認定証の交付を受ける者は、定められた期日までに、専門看

護師認定申請書に理事会が定める認定料を添えて、本会に提出しなければならない。 

 

第２３条 規程第２１条の規定による専門看護師審査を行うにあたっては、公益社団法人日本看

護協会公式ホームページに審査の要領を掲載する。 

 

第６章 専門看護師の認定の更新 

 

第２４条 規程第２６条の規定により、認定の更新を受けようとする者（以下「認定更新申請者」

という。）は、認定証取得後５年間で次の各号をすべて満たしていなければならない。 

（１）看護実践時間が２，０００時間以上に達していること。 

（２）研修実績および研究業績等が合わせて１００点以上であること。 

 

第２５条 認定更新申請者は、次の各号に定める申請書類を理事会が定める審査料とともに本会

に提出しなければならない。 

（１）専門看護師認定更新申請書 

（２）履歴書 

（３）勤務先の長の証明する勤務証明書 
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（４）認定証取得後５年間の看護実績報告書 

２ 既納の審査料は、いかなる理由があっても返還しない。 

３ 認定更新の申請期間については、認定委員会が別に定める。 

 

第２６条 規程第２６条の規定に関わらず、病気その他やむを得ない理由があると認定委員会が

認めた者については、同条に規定する期間を延長することができる。 

 

第２７条 専門看護師の認定更新を受け認定証の交付を受ける者は、定められた期日までに、専

門看護師認定申請書に理事会が定める認定料を添えて本会に提出しなければならない。 

 

第７章 専門看護師の再認定 

 

第２８条 規程第３１条の規定に基づき再認定を受けようとする者（以下「再認定申請者」とい

う。）は、申請時において過去５年間に細則第２４条の各号をすべて満たしていなければなら

ない。 

 

第２９条 再認定申請者は、専門看護師再認定申請書とともに細則第２５条の２号から４号に定

める申請書類と理事会が定める審査料を本会に提出しなければならない。この場合、４号に定

める申請書類について「認定証取得後５年間」を「申請時において過去５年間」と読み替える

ものとする。 
 
第３０条 専門看護師の再認定を受け認定証の交付を受ける者は、定められた期日までに、専門

看護師認定申請書に理事会が定める認定料を添えて本会に提出しなければならない。 

 

第８章 細則の変更 

 

第３１条 この細則については、常務理事会の議決を経て変更することができる。 

 

 

附 則 
 
１ この細則は、平成 ７年１１月１０日から施行する 

１ この細則は、平成 ８年１１月１５日改正 

（第１０条 「地域看護」を追加」 

１ この細則は、平成１２年 ２月 ４日改正 

１ この細則は、平成１３年 ７月１３日改正 

 （第１０条 「老人看護」を追加」 

１ この細則は、平成１３年１１月１６日改正 

 （第１０条 「小児看護」を追加」 

１ この細則は、平成１４年 ７月１２日改正 

 （第１０条 「母性看護」を追加」 

１ この細則は、平成１５年 ５月２０日改正 

（保健婦及び保健士を保健師、助産婦を助産師、看護婦及び看護士を看護師に変更） 

１ この細則は、平成１５年 ７月１８日改正 

 （第１０条 「成人看護（慢性）」を追加） 

１ この細則は、平成１６年 ２月 ６日改正 

 （第２４条 倫理調整を追加、第２６条 筆記試験を削除） 

１ この細則は、平成１６年 ７月１６日改正 

 （「第１０条 「クリティカルケア看護」を追加） 

１ この細則は、平成１７年 ２月 ４日改正 

 （正式名の記載及び条文整理等の改正） 
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１ この細則は、平成１８年 ７月１４日改正 

 （第１０条 「感染看護」を追加） 

１ この細則は、平成１９年 ４月２０日改正 

 （第１７条および第１８条を改正） 

（実務経験を実務研修に変更し、条文整理） 

１ この細則は、平成１９年 ７月１３日改正 

 （第１０条 「成人看護（慢性）」を「慢性疾患看護」、「クリティカルケア看護」を「急性・

重症患者看護」、「感染看護」を「感染症看護」に名称変更） 

 （２項に分野名の英文表記を追加） 

１ この細則は、平成２０年 ４月１７日改正 

 （第１０条 「家族支援」を追加） 

１ この細則は、平成２０年 ５月１９日改正 

（第２３条 「協会ニュース」を「公式ホームページ」に変更） 

１ この細則は、平成２１年 ２月 ６日改正 

 （第１９条を改正） 

 （「口頭試問」を「筆記試験」に変更、受験資格審査について追加し、条文整理） 

（第２４条を改正 ２号と３号を統合し条文整理） 

（第２５条の３号を削除し条文整理） 

（第７章 「専門看護師の再認定」を追加、第２８条から第３０条を追加し、以下章と条文

を繰り下げ） 
１ この細則は、平成２３年５月１６日から施行し、各規定は平成２３年４月１日から適用する。 

 


